
アンケート回答者から抽選で「特製ポストカード」をプレゼント。
当選発表は発送をもって代えさせていただきます。

■アンケート
Ｑ１  今月号でよかった内容や写真
Ｑ２  取り上げてほしい内容や企画
Ｑ３  �ご意見・ご感想、町内で活躍されている 

人や珍しい行事など

■応募方法（６月 25 日〆切）
《郵送》
住所、氏名、年齢、電話番号、アンケートの
回答を書いて、下記宛先へ。

広報すぎと読者アンケート

● 防災・防犯情報
◆防災無線をもう一度聞きたいとき（24時間保存）
　フリーダイヤル　0120-65-5714
◆地域の犯罪情報メールマガジン　
　埼玉県警察「犯罪情報官News」
◆火災・救急・交通事故件数
　火災　４件　　救急　229件
　交通事故［概数］　５件　（死亡０人、負傷５人）
　※４月１日～４月30日の状況

６ 月　主なイベント情報
３日㈬〜30日㈫ 小学生環境ポスター展覧会（環境課）
６日㈯〜 ７日㈰ 杉戸アースデイ（環境課）

28日㈰ みんなの文化祭 in ココティすぎと（P13）

●消費生活相談� 内線306●消費生活相談� 内線306
　（杉戸町・宮代町相互利用可）
▶︎杉戸町▶︎杉戸町（原則、相談受付15時30分まで）
日時　毎週火・木・金曜日（祝日を除く）
　　　10時～12時、13時～16時
場所　役場本庁舎１階 相談室
▶宮代町▶宮代町（原則、相談受付15時まで）
日時　毎週月・水曜日（祝日を除く）
　　　10時～12時、13時～16時
場所　宮代町役場２階 相談室

●交通事故電話相談●交通事故電話相談　　※面談は要予約��
☎048(830)2963☎048(830)2963

日時　月〜金曜日（祝日を除く）
　　　９時～12時、13時〜16時30分

●●人権問題や悩みごとなど ☎048(966)1321人権問題や悩みごとなど ☎048(966)1321
日時　月〜金曜日（祝日を除く）
　　　８時30分〜17時15分
場所　さいたま地方法務局 越谷支局

●●心配ごと相談� ☎(32)7402心配ごと相談� ☎(32)7402
日時　６月25日㈭ 10時～15時
場所　すぎとピア 相談室
問合せ　社会福祉協議会

各種無料相談

・急な病気やけがの際、医療機関を受診すべきかアドバイスします。
・受診可能な医療機関を案内します。
　  ◆全国共通ダイヤル「＃7119」
　  　　　　　　　　　　　※048（824）4199
　  ◆小児救急電話相談「＃8000」
　  　　　　　　　　　　　※048（833）7911
　  ※ダイヤル回線、IP電話をご利用の方

● 埼玉県救急電話相談（24時間対応可）

●●町民相談町民相談�� 内線286内線286
　◦人権（人権問題や悩みごとなど）
　◦行政（国の機関への要望・午前中のみ）
　◦法律（弁護士対応・30分間、要予約）
　　※６月10日㈬から予約受付
日時　７月10日㈮
　　　10時〜12時、 13時〜15時
場所　役場第３庁舎２階 会議室１
問合せ　秘書広報課 広報広聴担当

●食事相談  ※要予約� ☎ (34)1188●食事相談  ※要予約� ☎ (34)1188
　管理栄養士による食事のバランスや
栄養の相談。
日時　７月 10日㈮ ９時～11時
場所　保健センター
申込　電話で保健センターへ

●健康相談  ※要予約� ☎ (34)1188●健康相談  ※要予約� ☎ (34)1188
日時　毎週金曜日（祝日を除く）
　　　９時～11時、 13 時～16時
場所　保健センター

●不動産相談  ※要予約� ☎ (31)1157●不動産相談  ※要予約� ☎ (31)1157
日時　７月７日㈫ 13時30分～15時30分
場所　役場本庁舎３階 第３会議室
問合せ　�（公社）埼玉県宅地建物取

引業協会埼葛支部

●●障がい者の困りごと相談会　内線264障がい者の困りごと相談会　内線264
日時　７月14日㈫ 
　　　10時～12時
場所　役場第２庁舎１階 相談室
問合せ　福祉課 障がい福祉担当

●女性相談  ※要予約� 内線217●女性相談  ※要予約� 内線217
日時　７月１日㈬・15日㈬
　　　13時～16時
場所　役場第２庁舎２階 
　　　研修室A・B
申込　人権・男女共同参画推進課

●教育相談� ☎(32)8845●教育相談� ☎(32)8845  
日時　月〜金曜日（祝日を除く）
　　　９時～16時30分
場所　教育相談所
　　　（カルスタすぎと内）
問合せ　�教育相談所

場所：税務課（役場 第３庁舎１階）

日　時 ６月28日㈰、７月26日㈰
９時～16時30分

● 日曜納税窓口

取扱い業務：�町県民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税

必ず、事前に電話で受診内容をご相談ください。
(受診日により、診療科目が異なる場合があります。)
＜診療時間>　９時～12時（午前中のみ）

● 休日診療当番医〈緊急に受診が必要な場合〉

※ �午後や夜間等、緊急に医療機関の受診が必要な方は、
右の救急電話相談をご利用ください。

６月 医療機関名 電話番号
7日 杉戸いわたけ眼科 （37）1730

14日 埼玉杉戸診療所 （48）6904
21日 石塚医院（幸手市） （43）7777
28日 のうみクリニック（幸手市）（42）7233

７月 医療機関名 電話番号
5日 のうみクリニック（幸手市）（42）7233

12日 埼玉杉戸診療所 （48）6904
19日 堀中病院（幸手市） （42）2081
20日 今井病院 （32）0065
26日 のうみクリニック（幸手市）（42）7233

区分 可燃
ごみ

不燃ごみ 資 源 ご み
粗大ごみ
有害ごみ

陶器類
食器類
小型家電等

びん・かん
ペット

ボトル
その他
プラ

紙類
布類

中　
央

1
・
3

月・木 14・28日㈫ 7・21日㈫ 金 15日㈬ 1日㈬

2
・
4

月・木 10・24日㈮ 3・17・31日㈮ 火 22日㈬ 8日㈬

西 火・金 13・27日㈪ 6・20日㈪ 木 1日㈬ 15日㈬

南・東・泉 火・金 9・23日㈭ 2・16・30日㈭ 月 8日㈬ 22日㈬

● ７月のごみ収集カレンダー 問　環境課　☎︎（38）0401

iOS版 Android版●�ごみの排出は、収集日当日の朝８時30分
までにお願いします。

「杉戸ごみ分別アプリ」配信中！！
ごみの収集日をアプリで確認できる！！

「ごみ分別辞典」でごみの出し方がわかる！！※納税証明書等の発行および電話相談は行っておりません。

町県民税（普通徴収分）：第１期

● 納税� 納期限／６月30日㈫

〒345-8502　杉戸町清地2-9-29
杉戸町　秘書広報課「広報６月号」宛て

『声の広報すぎと（音訳版）』　
　　町ホームページで公開中！
　　　（協力：音訳ボランティア あいうえお）
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埼玉労働局
ホームページ

「杉戸町
（杉・戸・町）」

第10回今月の手話
動画はこちら▲

「杉」
立てた左手人差
し指に向けて、
右手人差し指・
中指・薬指の３
指で彡を書く

「戸」
立てた右手を左
へ移動して親指
側を左手掌につ
け合わせる

「町」
両手の指先を斜
めにつける動作
を左から右へ３
回繰り返す
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